
令和　　年　　月　　日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（２事業年度前）（又は類似事業）の

事業評価結果の反映状況
⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

有限会社ほていやタク
シー

大越町エリア A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

大越町エリアの令和６年度
におけるデマンドタクシー利
用目標人数：２０９０人
達成状況：２，８８９人
【達成率１３８．２％】
利用者数について、前年度
実績２，６５４人を上回り、目
標を達成した。

東部自動車合資会社 滝根町エリア A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

滝根町エリアの令和６年度
におけるデマンドタクシー利
用目標人数：２，５５０人
達成状況：３，１９３人
【達成率１２５．２％】
利用者数について、前年度
実績２，８２９人を上回り、目
標を達成した。

※枠の大きさの変更は可能です。

【前回（２事業年度前）の評価結果】
・大越町エリアは目標が達成できていない
状況ですが、目標が達成されなかった原因
について分析を行い、当該分析に対応した
今後のさらなる改善策の検討・実施・検証を
行っていく必要があります。
・滝根町エリアについては、逆になぜ利用が
大きく伸びたのかを分析し、今後の取組継
続に生かしていくことを期待します。
・地域サロンや老人会の訪問等の利用促進
策については、地域の実情を踏まえ、十分
な感染対策のもと実施を継続することで、新
規需要の掘り起こしやさらなる利用促進が
図られることを期待します。

【評価結果の反映状況】
大越町エリアは運行再編前後で、利用者数
の増加が僅かであり、新たな利用者を獲得
できていないと考えられたため、パンフレット
に「子育て」にも利用できる旨を記載し周知
を図った。
滝根町エリアについては、市外の観光客利
用が増加したことで利用者数が増加したた
め、引き続き市内外に発信をしていく。
周知活動等の利用促進策としては、デマン
ドタクシーを含む市内公共交通の情報をま
とめた公共交通マップを作成し周知するとと
もに、集落支援員などへ説明を行い、利用
促進を図った。

令和４年３月に策定した地域公
共交通計画に基づき、デマンド
タクシーの運行内容について
継続して見直しを行うことで、利
便性の向上を図る。
また、市民アンケートの結果、
デマンドタクシーの利用方法を
知っている方が約３割と、非常
に低い状況であったため、広く
市民の目に触れる広報紙等に
情報を掲載し、利用促進を図る
とともに、コアユーザーである
高齢者以外への周知を図る。

田村市公共活性化協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

資料１



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

田村市は阿武隈高原の中央に位置し、面積は458.3平方キロ、人口は33,041人（令和6年12月1日現在）。近年では少
子化・高齢化が進展しており、地域公共交通の存続が危機に瀕している状況にある。
しかし、安心して暮らせる地域づくりのためには、誰もが利用することができる地域公共交通システムの構築が必要不
可欠である。その一環として、田村市公共交通活性化協議会では、主に高齢者や学生の足の確保を目的に地域間幹
線系統と接続するフィーダー系統（デマンド型）を組み合わせ、生活交通ネットワークの構築を進めているところである。
また、令和４年３月に策定した地域公共交通計画に基づき、利用者ニーズを捉えた効率的・効果的な運行体系を構築
する。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和　　年　　月　　日

協議会名： 田村市公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



田村市地域公共交通活性化協議会

※記入する際、枠の大きさの変更及び頁追加のうえ作成することも可能とします。

事業名：令和６年度地域内フィーダー系統平成２５年１０月１日事業開始

事業の今後の改善点

実施状況、目標・効果の達成状況

生活交通確保維持改善計画

目的・必要性

定量的な目標・効果

事業・実施主体

確保・維持する系統の概要

評価項目

前回の評価結果

基礎データ

【地域内フィーダー系統】
○大越町エリア（Ｈ25.10.1～）
• 運行事業者：有限会社ほていやタクシー
• 運賃：３００～５００円（大越地区は３００円）
• 運行日：月～土（日・祝日・12/29～1/3を除く）
○滝根町エリア（Ｈ26.4.1～）
• 運行事業者：東部自動車合資会社
• 運賃：３００～８００円（滝根地区は３００円）
• 運行日：月～土（日・祝日・12/29～1/3を除く）

合併状況：平成１７年３月に４町１村が合併 人 口：３３，０４１人（令和６年１２月１日現在）
面 積：４５８．３平方キロメートル 高齢化率：３８．６４％ （令和６年１２月１日現在）
協議会開催数：協議会４回（令和５年１０月１日～令和６年９月３０日）

【実施状況等】
利用者数について、大越町は前年度実績から１．０８倍、滝根町は１．１２倍の伸びとなった。
周知活動等の利用促進策としては、デマンドタクシーを含む市内公共交通の情報をまとめた公共交
通マップを作成し周知するとともに、集落支援員などへ説明を行い、利用促進を図った。
【実績】 大越町：２，８８９人【達成率１３８．２％】 滝根町：３，１９３人【達成率１２５．２％】
〔内訳〕 A ：２件
※評価の判定基準
・A ⇒目標達成100%以上
・B ⇒目標達成80%以上100%未満
・C ⇒目標達成80%未満、又は、補助対象外（1運行当たり2人未満、運行割合30%未満）

【達成状況（結果）】
大越町：目標４，０７０人に対し、２，６７５人の乗車人数であった。【達成率６５．７％】
滝根町：目標１，１００人に対し、１，３４５人の乗車人数であった。【達成率１２２．３％】
【評価】
• 大越町エリアは目標が達成できていない状況だが、目標が達成されなかった原因について分析を
行い、当該分析に対応した今後のさらなる改善策の検討・実施・検証を行っていく必要がある。

• 滝根町エリアについては、逆になぜ利用が大きく伸びたのかを分析し、今後の取組継続に生かし
ていくことを期待する。

• 地域サロンや老人会の訪問等の利用促進策については、地域の実情を踏まえ、十分な感染対策
のもと実施を継続することで、新規需要の掘り起こしやさらなる利用促進が図られることを期待す
る。

• 地域公共交通計画に基づき、デマンドタクシーの運行内容について継続して見直しを行うことで、
利便性の向上を図る。

• 広報紙等による情報発信や地域住民等を対象にした制度周知と利用方法等の説明を行うことで
利用促進を図る。

路線バスの利用者数が年々減少の一途をたどり、事業者への補助金負担の増
加等市の財政負担が増大する一方で、高齢化の影響により一人暮らしの高齢者
が増えるなか、交通空白地域では高齢者の足の確保が重要な課題となっている。

地域間幹線系統と接続するフィーダー系統として、財政負担を抑え、かつ交通空
白地域を解消できるデマンドタクシーを確保・維持することで、住民の生活交通手
段を存続させる必要がある。

【目標】
大越町エリア：令和６年度におけるデマンドタクシー利用目標人数 ２，０９０人
滝根町エリア：令和６年度におけるデマンドタクシー利用目標人数 ２，５５０人
【効果】

移動手段を持たない高齢者等の利便性向上はもとより、若い世代の利用者等の
拡大を目指す。

• 広報誌等による更なる啓発活動を行い、利用促進を図る。（田村市）
• 老人会等の集会に出向き、制度概要や利用方法等について説明する。（田村
市）

• 利用実績を分析し、ダイヤの改善・接続拠点等、弾力的に見直しを図る。（田村
市、事業者）

資料２



田村市地域公共交通活性化協議会

 

JR船引駅 

【船引駅前】 

 
JR磐城常葉駅 

JR大越駅 

JR菅谷駅 

JR神俣駅 

JR小野新町駅 

田村市デマンドタクシー 

運行エリア図 

凡   例 

 駅 

 市役所、行政局、公民館 

 磐越自動車道 

 JR磐越東線 

 国道 

 県道等 

 船引町エリア(域内ﾌｨｰﾀﾞｰ交通) 

 大越町エリア（域内ﾌｨｰﾀﾞｰ交通） 

 滝根町エリア（域内ﾌｨｰﾀﾞｰ交通）（交通不便指定地域） 

 常葉町・都路町エリア（域内フィーダー交通） 

 路線バス移線運行ルート（基幹路線） 

 路線バス古道線運行ルート（基幹路線） 

 路線バス船引線運行ルート（基幹路線） 

 ＪＲ磐越東線(基幹路線：局外移動) 

 乗継拠点（フィーダー系統の接続拠点） 

 

JR要田駅 
JR三春駅 

JR舞木駅 

滝根町 

大越町 

常葉町 

都路町 

船引町 

船引公民館 

田村市役所【田村市役所前】 

滝根行政局 

大越行政局 

常葉行政局 
都路行政局 

滝根町／大越町 田村市デマンドタクシー運行エリア



田村市地域公共交通活性化協議会

滝根町／大越町 田村市デマンドタクシー運行エリア

滝根町内 滝根町内

滝根町内
小野町

（指定乗降場所）

滝根町内 大越町内

【大越町エリア】

大越町内 大越町内

大越町内
船引町

（まちなか線）
※磐城常葉駅を含む

大越町内 滝根町内

滝根町内
船引町

（まちなか線）

【滝根町エリア】



田村市地域公共交通活性化協議会

【滝根町エリア（平日／土曜日）】

滝根町内
（滝根発）

船引・大越・小野行き
（船引・大越・小野発）

滝根行き
７:３０ ７:３０ １１:３０
８:３０ ８:３０ １３:３０
９:３０ ９:３０ １５:００
１１:００ １１:００ １７:００
１１:３０ １４:００
１３:３０
１４:００
１５:００
１７:００

【大越町エリア（平日／土曜日）】

大越町内
（大越発）

船引【磐城常葉駅含む】
・滝根行き

（船引【磐城常葉駅含む】
・滝根発）
大越行き

７:３０ ７:３０ １１:３０
８:３０ ８:３０ １３:３０
９:３０ ９:３０ １４:３０
１１:３０ １１:３０ １５:３０
１３:３０ １４:００ １７:３０
１４:００
１４:３０
１５:３０
１７:３０

滝根町エリア／大越町エリア 田村市デマンドタクシー運行時刻表



令和6年12月6日
総務部 企画調整課

田村市における今後の

自動運転事業について

資料3



レベル4実装に向けた課題

⚫ 課題は、①経営面、②技術面、③社会受容性面の3つに分類。

⚫ 「経営面」では、実装後の本格運行に係るランニングコストの確保が課題。

⚫ 「技術面」では、車両性能（バッテリー、ブレーキ、車内環境、AI学習※）、インフ
ラ協調が課題。 ※導入車両による

⚫ 「社会受容性面」では、利用者及び非利用者あわせて、84%が今後の運行を希
望している一方、安全性や事故のリスクへの不安、路上駐車の対策を含めた自動
運転に対する理解の向上が課題。

1

【出典】2023/12/25_デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方サブワーキンググループ第1回事務局資料」



課題に対する対応 【経営面①】

⚫ 現時点での試算は、令和8年度は141,854千円程度、令和9年度以降は
92,864千円程度となる見込み。

⚫ 収入面については、補助金のほか関係者・連携事業等からの収入も検討。

2

想定する支援

【出典】国交省・経産省・警察庁「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」（第1版(2024年6月)）

想定する収入



課題に対する対応 【経営面②】

⚫ 車両等の導入費用（イニシャルコスト）については、今年度同様、国交省補助事
業（地域公共交通確保維持改善事業）【補助率：10/10】の活用を想定。

⚫ 令和8年度以降の運行費用（ランニングコスト）については、国交省補助事業
（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）【対象人口×240円＋400
万円】の活用のほか、負担額が特別交付税【約80%】の対象となる見込み。

3

➢ 「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」は、「地域公共交
通利便増進実施計画」の認定を受けることで特例措置を受けること
ができる。

➢ 令和8年度から適用させるためには利便増進実施計画を令和7年度
中に認定申請・認定が必要となる。

➢ 同計画については、地域公共交通計画の計画期間内となるため、延
長・変更等が必要。



課題に対する対応 【技術面①】

⚫ 利用者アンケートにおいて、車両性能（バッテリー、ブレーキ、車内環境）の改善に
関する要望が複数回答。要望事項を備えた車両の検討。

⚫ インフラ協調が不要となる車両の導入を検討。

4

アンケートの要望事項

➢ 乗車人数をふやしてほしい

➢ ブレーキが急だった

➢ 後ろ向きより前向きがよい

インフラ協調の必要性

➢ 信号灯色

➢ 交差点での右左折

➢ 対向車や歩行者等情報の収集・判定

【出典】国交省・経産省・警察庁「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」（第1版(2024年6月)）



課題に対する対応 【技術面②（車両候補案1）】

⚫ WeRide社製（中国）「ROBOBUS（ロボバス）」

⚫ 中国、米国、UAE、シンガポールにおいて実用化。テニス・全仏オープンでも運行。

5【出典】WeRide 「ROBOBUS」カタログより抜粋



課題に対する対応 【技術面②（車両候補案1）】

6

【出典】WeRide 「ROBOBUS」カタログより抜粋

乗客9人+1人



課題に対する対応 【技術面③（車両候補案2）】

⚫ アルファバス社製（日本）「小型EVバスe-City L6」

⚫ 自動運転仕様が国内で令和6年12月下旬に運行開始予定。

7【出典】アルファバス 「小型EVバスe-City L6」資料より抜粋



課題に対する対応 【技術面③（車両候補案2）】

8【出典】アルファバス 「小型EVバスe-City L6」資料より抜粋



課題に対する対応 【社会受容性面①】

⚫ 利用対象者とその移動目的、想定される提携先の再整理が必要。

⚫ 利用対象は地域住民や来訪者等が中心であるが、近年では、ヒトの移動だけでなく、
モノの移動を組み合わせたサービスも実施。

⚫ 「自動運転バスがあれば乗る」ではなく、インタビューやアンケート等により実態を把握
し、「乗ることが前提となるサービス」が重要。

9

【出典】国交省・経産省・警察庁「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」（第1版(2024年6月)）



課題に対する対応 【社会受容性面②】

⚫ 事業の目的や自動運転技術の必要性や安全性を広く周知することで理解促進を
図る。

⚫ 小中学生も対象とした地域の学生や高齢者を中心に、公共交通・自動運転移動
サービスの選択を促す取組みの実施も検討。

10

【出典】国交省・経産省・警察庁「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」（第1版(2024年6月)）

事例① 事例②



レベル4実装に向けた考察

11

【経営面】

➢レベル4実装により車内オペレーター費用の早期削減が可能。

➢走行性能が高い車両（カメラ、AI搭載）を使用することで、インフラ投資を最小限にすることが可能。

➢レベル4運行を市内事業者で早期に実用化することにより、近隣他地域に市内事業者による事業展開が見込まれる。

⚫ 令和5年度・令和6年度の実証運行ともに、他地域と比較して、非常に高い自動
運転比率を記録しており、L4実装の実現可能性が高い。

⚫ 事業構想段階からコンソーシアムメンバーである交通事業者の強固な理解・協力に
より、L4に向けた事業推進が図られる。

【技術面】

➢走行性能が高い車両であれば、自動で路上駐車の回避が可能となる想定。

➢実証ではバッテリー対策が必要だったが、WeRideやアルファバスは、200㎞走行可能のため同等の距離であれば対策

が不要。

【社会受容性面】

➢今年度実証ルートに対する肯定的な意見が多く、継続運行によりさらなる受容性が見込まれる。

➢自動運転バス導入に対する意向が高く、幅広い年齢層の利用者が見込まれる。

➢昨年度実証と比較し、ルート上の店舗等での利用者が増加。実装後はさらなる利用者の増加が見込まれる。



【参考】自動運転の効果と顕在化

⚫ 技術発展の黎明期は、車内乗務員による運行のため収益面の効果は顕在化しに
くいが、成熟期では、遠隔監視による車内無人化で費用抑制も見込まれる。
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【出典】国交省・経産省・警察庁「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」（第1版(2024年6月)）
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【参考】レベル4実装地域の事例

事例①

【福井県永平寺町】

認可年月日：令和5(2023)年4月1日

運行区域：「永平寺参ロード」のうち約2㎞

車両：ヤマハ製電動カートを産総研が改造し、自動運転機能を追加

事例②

【北海道上士幌町】

認可年月日：令和6年(2024)年5月31日

運行区域：上士幌町内のバスルート上の一部、約630m

車両：NAVYA社製 「ARMA」

事例③

【HNEDA INNOVATION CITY】

認可年月日：令和6年(2024)年8月1日

運行区域：「HICity」内、約0.8㎞

車両：NAVYA社製 「ARMA」



今後の目標

⚫ 新たな交通モードとして潜在的な公共交通利用者の移動手段を確保するとともに、
既存の交通モードとの更なる連携を図り、公共交通の総合力を強化することで「自
家用車がなくとも住み暮らし続けることのできるまち」を目指す。

⚫ 市内においてレベル4運行を実装し、既存の交通モードとの共存を図りながら、地域
公共交通の維持確保を実現。

14【出典】国交省・経産省・警察庁「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」（第1版(2024年6月)）より抜粋



令和7年度事業概要（想定）

⚫ 自動運転バスの実証実験を継続。

⚫ 経営面、技術面、社会受容性面の課題解決に向けた取組みを新たに実施するとと
もに、将来的な自動運転レベル4の実装を目指す。

⚫ 自動運転レベル4に向けた技術対応として、インフラとの連携（信号機連携、路車
協調システム等）の実施も検討。
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[自動運転レベル]

レベル2（有人自動運転）

[運行区域]

船引駅南側区域

[運行車両]
※下記のいずれかを想定

① 「ROBOBUS（ロボバス）」
② 「小型EVバスe-City L6」

[運行期間]

未定

[監視対応]

監視員1 名による常時遠隔監視
【想定運行区域図】 ※ 現時点での想定であり未確定



田村市公共交通活性化協議会委員からの意見等について

No 意見 委員名 担当課 備考

２ 福島交通「船引線」の見直し（廃止）について、お客様か
ら問い合わせがあった際はお伝えしてよいか。

　鈴木聡　委員
（福島交通労働組合船引支部長）

企画調整課 協議会案件

４

今年度から都路小中学校は小規模特認校に指定され、市内
の方は都路小中学校に通学が可能となったが、親の送迎に
より通学しなければならないのがネックとなっている。船
引から都路を結ぶ国道288号線沿いだけでもいいので、ス
クールバスの運用などを含め検討していただきたい。

　橋本利重　委員
（都路地域行政区長連合会長）

教育総務課 教育委員会案件

５
小中学校の統合により、遠方から通学する学生の中には通
学に不便がある状況の学生がいるため、スクールバスで改
善していただきたい。

　渡邊善準　委員
（田村市PTA連合会長（常葉中学
校PTA会長））

教育総務課 教育委員会案件

田村らくらくタクシーで都路町から常葉町・船引町に移動
可能であるが、都路町内を回るコミュニティバスを検討し
ていただきたい。

都路診療所送迎バスは、診療所の送迎以外の用途には使え
ないということを聞いたが、何を根拠に使うことが出来な
いのか。どうすれば使うことが出来るのかを回答いただき
たい。

１

３

協議会案件

協議会案件

企画調整課

保健課

　橋本利重　委員
（都路地域行政区長連合会長）

　橋本利重　委員
（都路地域行政区長連合会長）

資料４


